
新型インフルエンザに伴う旅行の取扱について 

（2009年 5月 18日現在） 

 

 

新型インフルエンザの発生・拡大により、外務省より発出された「渡航情報」に従い、弊社では、ご

旅行の取扱いを下記の通りとさせていただきます。 

 

 

● 旅行の催行について 

  WHO（世界保健機関）が、新型インフルエンザ感染確認国などへの「渡航制限や国境閉鎖は勧告しな

い」との声明を発表していること、及び外務省よりメキシコ以外の感染症危険情報には「渡航の延期」

が発出されていないことにより、弊社パッケージ旅行は通常どおり催行いたします。 

 

● 旅行の取消について 

  お客様のご判断にて、既にお申込み済のご旅行をキャンセルされる場合、取消料が発生する時期に

キャンセルされる場合には、所定の取消料が発生いたします。ただし、今後の WHO の通告、日本政府

の通達、航空便運航状況、外務省が発出する渡航情報、弊社現地事務所等による現地情報を踏まえた

上で、旅行の安全な催行に支障があると判断した場合には、催行の中止や取消料の免除などの対応を

取らせていただきます。 

 

● 海外旅行傷害保険について 

  弊社にて取り扱っております任意の海外旅行傷害保険においては、治療・救援費用、疾病治療費用

は補償対象です（治療・救援費用及び疾病治療費用の補償を含むプランにお申込みの場合に限ります）

が、お客様ご自身でご加入のクレジットカード付帯保険等につきましては、補償内容はわかりかねま

すので、各カード会社にご確認ください。 

 

● 今後の状況について 

  一般的に、インフルエンザウィルスは、乾燥した涼しい場所で拡大するといわれており、これから

気温が上がり湿度も増す夏を迎える北半球においては、拡大の懸念は少ないと言われておりますが、

今後の状況について、情勢に大きな変化が生じた場合には、速やかにご連絡をいたします。併せて、

外務省が都度発出する渡航情報等もご参考ください。 www.anzen.mofa.go.jp 

 

 

その他ご不明な点等ございましたら、何なりとお問い合わせください 
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